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Abstract ：
In this study, I show features of relationships among parents at the Child Rearing Support 

Center （CRSC） through participation observations for 5years. In addition, I show the practice 
that staff members supported the mother with difficulties of child rearing, through the 
analysis documents written by them for three years.

As a result, Firstly, it was suggested that “acceptable norm” of them would make the free 
space of the CRSC the Intimate Sphere for parents. Secondly, It was suggested that “Intimate 
Sphere” would make the “Other” for the mother more intimate. I also pointed out the “Other” 
brought up the subjectivity of her and possibility to change parenthood affirmatively.
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Ⅰ．本論文の目的と方法
１．目的

近年、「子育て不安」を抱える親の増加に伴
い、様々な子育て支援事業が行われている。子
育てに追われる親は物理的・精神的に主体的行
動が難しい状況におかれている場合が多い。例
えば、子育てに悩み相談機関に行きたいと思っ
ても、子どもを預ける人がおらず時間がとれな
い親、あるいは、子どもと一緒に過ごす時間を
削って自分のために相談機関へ通所する行為を
申し訳ないと思いそのことが精神的負担となる
親、自分がストレスを感じていることさえも否
定しようとする親などがいる。言い換えるなら
ば、“いい親”を期待する社会的圧力に応えよ

うとしてストレスを感じていても自ら助けを求
められない・求めようとしない親、社会が期待
する親像を自己像と思いこんで自己の「内面」
を持ちにくい親、が多く存在しているといえる

（松永，2006）（1）。本論文では、“自己の問題を
自覚し自発的に行動して解決する能力”をひと
まず「主体性」の定義としたい。現代社会は、
この意味での「主体性」が子育てにおいて発揮
しにくい社会であるといえるであろう。

近年、“いい親”を期待する社会の圧力は増
大している。また、それと同時に“虐待する親”
像に関するイメージも社会全体に蔓延してい
る。その要因として、児童虐待への対応が子ど
もの安全確保のために親子関係に問題が生じる
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初期段階での処遇方針の決定により、虐待が起
こるリスクを摘み取る方法が強調されている点
があげられる（加藤，2001）（山田，2006）（2）。
この方法は、児童虐待件数の増加に伴って一定
の支持を得ており、2001年より児童相談所お
よび児童福祉関係機関において「一時保護決定
に向けてのアセスメントシート」が使用されて
いる（日本子ども総合研究所，2001）。

しかし、この方法は子どもの生命のリスク管
理にはなりえても、親の「主体性」を強化する
ような問題解決的アプローチにはなりえないと
指摘されている（竹中，2008）（3）。また、上野

（2003）は、リスクアセスメント指標を重視す
る考え方は近代的家族像から外れた対象にレッ
テルをはり、専門家あるいは関係機関のネット
ワークの監視下におき、「正常」な家族と援助
が必要な家族の区別を強固にする働きをしてい
ると指摘している。そして、多義性を喪失した
価値観が社会全体に広がり、親子、特に母親
が、「主体性」の成立しない領域へ囲い込まれ
ていると批判している。

このため、問題解決的アプローチの一つの可
能性として、コミュニティの生成が見出されて
いる。ここでは、親子がリスク管理によってさ
らされている、負のレッテルをはられ監視下に
置かれる他者との関係性から離れ、他者と親密
な関係を経験し、親が自らの意志で親子関係を
良い方向へ変化させることが目指されている

（大串ら，200�）（加藤純，2006）。つまり、リ
スク管理の徹底は、親子から「居場所」を奪う
傾向を持ち、コミュニティ再構成の試みは、

「居場所」の確保により親子の主体性を回復し
ようとしているといえる。

本研究ではこういった親の「主体性」を回
復、あるいは育む場としての「地域子育て支援
センター」の可能性を明らかにしたい。「地域
子育て支援センター」とは、1��7年のエンゼ
ルプランによって、全国の市町村に設置され
た、乳幼児とその保護者（以下「親子」とす 
る（4））がともに遊ぶフリースペース（「親子の
広場」）と、子育て相談などの機能を併せ持つ
児童福祉機関である。現在日本全国に4500か
所程度存在し、増加傾向にある。現状では、

「地域子育て支援センター」の活動内容は場所
によって差があるが、親子同士の親密な人間関
係の構築や、ソーシャルワークによるサポート
等、包括的援助が行われていることが多い。

この目的のため、本研究では、「Ａ市子育て
支援センター」の「親子の広場」の参与観察と
スタッフによる援助記録の分析により、「子育
て広場」に来所する親子同士の関わり合いの特
徴を記述し、さらに上記のように主体性を持ち
にくい状況におかれ、さらに虐待をする直前ま
で追い詰められていたある親に対するスタッフ
の援助実践を記述する。

結論を先取ると、第一に「親子の広場」が
「親子が肯定的に受容されながら、他者と共感
したり、主体性を獲得したりすることに魅力を
感じて、自発的に通う経験をする場」、すなわ
ち「居場所」となること、第二に「居場所」で
は、スタッフの来所者に対する「受容的な援助
規範」が働き、それが来所者間に共有されてい
ること、第三に「居場所」では親にとっての

「他者」像が変化し、親の主体性が育まれ、親
子関係が肯定的に変化する可能性を指摘する。

２．方法
１）研究の対象と方法の選択

研究対象とした「Ａ市子育て支援センター」
を選択したのは、1�80年代から子育て支援に
取り組み、実践の中で「広場」の機能と意義を
見出してきた歴史があり（飯田，2001）、スタ
ッフもまたその点について共通認識を持ってい
る可能性が高いと考えられたからである。

研究方法としては、「仮説生成型の研究」（箕
浦，2000）としてフィールドワークを行った。
すなわち、「状況と主体との相互交渉の過程で、
各人が意味世界を構築する具体的プロセスその
ものの理解とそこにマクロな諸力がどう投影し
ているかを読み解く」（箕浦，2000）ため、Ⅱ．
ではまずフィールドへ参入し、データ収集と分
析を同時に行いながら仮説を生成する参与観察
を、Ⅲ．ではスタッフによる援助の記録の記述
者と読み手の間で共通理解を可能にするために
不可視的に働いている、援助の規範を読み解く
分析を行った。
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２）参与観察と言説分析の方法
参与観察は、「Ａ市子育て支援センター」に

て平成15年７月から平成18年８月までの期
間、週に１～２回行った。そして、週１回行わ
れる事例検討会に参加した（5）。その中で、２
種類の記録をとった。第一に、親子の広場の来
所者と職員の言動の記録であり、「親子の広場」
内で５日間定点観察を行い、来所者と職員の動
きや会話を筆記で記述した記録である。第二
に、事例検討会の記録であり、事例検討会の録
音記録である。Ⅱ．では、第一の記録の、１日
分の記録に基づき、「Ａ市子育て支援センター」
の活動を示す。また第二の記録を、この日の状

況を読み解く手掛かりとする。Ⅲ．では、３年
以上にわたる関わりの中で、良好な親子関係を
形成していった母親Ｂの援助実践についてスタ
ッフが記述した「個人記録」を分析の対象とす
る。

Ⅱ ．Ａ市子育て支援センターにおける「親子の
広場」の参与観察

１．「親子の広場」における親子とスタッフの
言動の記録

表１に、「親子の広場」の概要を、表２、表
３に「親子の広場」の時間ごとの様子を示す。

表１　「親子の広場」の概要」

運営主体 福祉財団による委託事業

スタッフの数 常勤１人（スタッフＳ）、他非常勤５名。２名ずつ勤務する。

スタッフの資格 研修を受講した者の中から選ばれる。

開場時間 毎日月曜から土曜、朝10時から３時まで開場。

活動内容 　「親子の広場」の提供と電話相談を活動の中心とし、その中から、個
別面談、家庭訪問、子どもの預かりなどの必要性が見出された場合はこ
れらを行う。開場時間後は、毎日反省会、日誌、週に一回の事例検討会
を行う。

広場内の環境

　Ａ市立保育園内の一室が使用されている。面積40㎡。どこにいても部
屋全体が見渡せる小さな空間である。
　◉は親を、●は子を、Ⓐは常勤のスタッフＳを、小文字のⓐは非常勤
のスタッフを指す。人物名は全て仮名。
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【表２】「親子の広場の様子１」
時間 全景 動き 会話

10：25 雪路さん来所
マリちゃん（４ヶ月）
夢野さん来所
ユウキくん（４ヶ月）
小泉さん来所
あつきくん（１歳１ヶ月）
斉藤さん来所
みおちゃん

雪路さんと夢野さんは一緒に初
めて来所した。赤ちゃんコーナ
ーに座る。斉藤さんと小泉さん
は、ベッドを背にして立ったま
ま二人に話しかける。

小泉 ：かわいいですね。こんな頃もあったんだなあ
ーって思っちゃう。

雪路 ：ちょうど、１歳上なんですね。一年後にはこ
んな風になってるのかなあ。かわいいわ。

斉藤 ：ほんとほんと、もう、このくらいの時、何を
どうやって育ててたかとか忘れちゃうね。

小泉 ：２人（マリちゃんとユウキくん）は、よく似
てますよね。双子みたい。

夢野 ：えっ。そうですかー。雪路さんと夢野さんは、
小泉さんと斉藤さんに向かって、子どもを抱いて
立たせ、お人形のようにして挨拶するように動か
す。

夢野：よろしくおねがいします。
雪路：よろしくおねがいします～。
斉藤：小泉：かわいいー。

10：30 髙見さん来所
海くん
中田さん来所
りおちゃん（１歳１カ月）

高見：何歳ですか？
中田：１歳１箇月です
高見：じゃあ、あつきくんと近いね。
　 海くんが高見さんにままごとのケーキを持ってき

て渡そうとする。
高見：ケーキくれるの？ありがとう。
高見 ：ケーキ食べさせた？誕生日？（小泉さんに向

かって）
小泉：食べさせちゃった。

10：35 伊東さん来所
ユマちゃん（４ヶ月）

赤ちゃんコーナーにいく。

藤方さん来所
愛子ちゃん（１歳３ヶ月）

吉田さん来所
健くん（１歳２ヶ月）

フリースペース内が、１歳児の
常連の母親グループと、赤ちゃ
んコーナーのグループに別れ
る。中田さんはどちらのグルー
プからも離れている。

赤ちゃんコーナーでの会話
雪路 ：（自分の子を見ながら）何考えてるんだろうね

…よく家で、“いないいないばあ”をするんだけ
ど、一人でやっているとむなしいんだよね。

斉藤：（子どもは）笑う？
雪路：たまに…。
斉藤 ：それはさあ、もっと大袈裟に、いないいない

っばあっーーってやらないとダメなんだよ。
雪路：そんなの恥ずかしくて絶対ムリー（笑）。
夢野 ：見て。ミルクをすごく飲むから、二重顎にな

ってる。
雪路 ：うちなんて、寝る時にこするから、髪の毛な

くなってるよ。
夢野 ：うちも、左向きにしか寝ないから、（頭の）左

がまっ平ら。
常連の母親グループ内の会話
吉田 ：やっぱり、親がもーーーっとなるのを見て、

子どもも覚えるのかな。
斉藤 ：私も放り投げるもん。怒ると。大人気無いよ

ね（笑）。
高見 ：もー悪魔に見えるもん、この人の動きが。笑

ってるのにね（笑）。
藤方：寝ないし。
斉藤：何時に寝る？
藤方：12時くらい。
斉藤 ：うちも12時くらい。みんな遅いんだ。昼寝を

短くしろって言われるけど、揺り動かしても起
きないし。気持ちよく寝てるのに、起こすのも
なぁと思うし。

藤方：そうだよね。
高見：うちは、８時半に寝るよ。
吉田：へー。
高見：それで、６時に起きる。
吉田：げー。
斉藤：いつも？
高見：いつも。
斉藤：でも、まあ、それは普通だよね。正常。
藤方：でも、もっと寝ていたいでしょ？
高見：寝たいよ。朝キツイし。
藤方：えらいよ。

11：00 佐藤さん来所
ほのかちゃん（四箇月）
来所してすぐ、A アドバイザー
に検診する病院について相談す
る。
遊佐さん来所
マユちゃん（１歳11箇月）
初来所。

佐藤：健診ってどこに行けばいいんでしょう。
A： 健診は近いところで、普段の診療は馴染みのと

ころでって使い分けてる人もいるわよ。
佐藤：どこにいけばいいのかわからなくて。
A： もう皆さん４・５箇月検診って終わってます？

（①）
雪路：まだですね

（グループ内で話が続く）
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【表３】「親子の広場の様子２」

11：15 佐藤さんとほのかちゃんは、赤ち
ゃんコーナーへいく。

佐藤さんトイレにいく。その間グ
ループのみんなで、ほのかちゃん
を見守るが、泣いてしまい、あや
す。

佐藤さんが戻ってからは、赤ちゃ
んコーナーのグループは全員授乳
を始める。

常連の母親グループは、話が盛り
上がり、子どもは遠くで遊んだ
り、母親のところに戻って来たり
しながら離れて遊んでいるあ。

赤ちゃんコーナーの会話
雪路 ：近所に友達がいて、１歳くらいの子なんだけど、その子と

一緒に遊んでいたけど、家が（佐藤さんと）目の前だったの。
佐藤：はい、そうなんです。
夢野：どこ？
雪路：駅の側の、向いのマンション。
夢野：へえ。ベビーカーで行き来できちゃうね。
　 佐藤さんトイレにいく。その間グループのみんなで、ほのかち

ゃんを見守るが、泣いてしまい、あやす。
　 佐藤さんが戻ってからは、赤ちゃんコーナーのグループは全員

授乳を始める。
――――――――――――――――――――
常連の母親グループの会話
斉藤：けんちゃん、大人っぽくなったよね。髪型。
吉田 ：そうそう。ちょっとキャラ変えようかと思って。甘えんぼ

キャラから。
11：20 スタッフA、中田さんと遊佐さん

の間に入る。

りおちゃんとマユちゃんが、滑り
台で遊んでいる。
海君は眠ってしまう。

常連の母親グループの会話
斉藤 ：（抱っこされて寝ている海くんを見て）その寝方が一番か

わいいよね。
藤方：うちも抱っこじゃないと寝ない。
吉田 ：うちも昨日（抱っこ以外の方法を）試してみたけど、抱っ

こじゃないとだめで。
斉藤：かわいいよね。
高見 ：寝てる時が一番可愛いよ。優しくなれるもの。怒るとだん

だん、敬語になる。“いつまで寝てるんですかっ ”とか（笑）
斉藤：汚い言葉よりいいよね。

11：25 中田さんの周りに子どもが三人集
まる。（遊佐ゆみちゃん、中田りお
ちゃん、吉田けんちゃん）

夢野：すごい、保母さんみたいだ。
中田 ：（子どもたちに向かって）できるかな？すごーい。ぱちぱ

ち。お姉さん（遊佐さんの子どもゆみちゃんに向かって）で
きたね。すごいね。

遊佐：もうすぐ２歳になるんです。

11：15 小宮さん来所

ナナちゃん（４ヶ月）

仲良しグループは帰る用意をす
る。ままごとコーナーの空間が空
いたので、遊佐ユミちゃん、中田
りおちゃんが遊びに来る。

遊佐さんとスタッフＡがが話しを
する。

遊佐：保育園に入るの大変なんですか？
Ａ ：大変だけど、申請しないと始まらないね。早ければいいって

いうものじゃなくて、審査に通るかどうかだから…
遊 佐：働き口を今から決めるので、もうちょっとしたら申請しよ

うと思っていたけど、もう見つけておかないと、就職も決まら
ないし…ここの保育園は厳しいんですか。

Ａ ：ここは駅から近くて人気だから、（候補として）考えない方
がいいよ。Ａ市で働いてて、違う場所に住んでるっていう人の
枠もあるみたいだから。それによって申請の形も変わるわよ。

遊佐：そういうこともできるんですか。

11：25 武田さん来所。
京真くん（四ヶ月）
たまたま小高さんの子どもヒロく
んと同じ服を着ていて写真を撮り
あう。

井川さん来所
夢子ちゃん（１歳３ヶ月）

ママゴトコーナーでは、二組の親
子が遊んでいる。

井川さんは、子どもに粗暴な口調で接するため、他の母親から敬
遠されがちである。そのため、井川さんは、気の合う人がいない
と一人でいることを選ぶが、寂しさを感じてもいる。その時には、
スタッフが井川さんと話すように援助している。

11：25 赤ちゃんコーナーでは鈴木さんが
中心的に喋り、場を盛り上げてい
る。

井川さんはベンチで本を読んでい
る。夢子ちゃんは母親にべったり
している。
そこに、スタッフＡが関わる。

ままごとコーナーの親子は帰る。

井 川：昨日実家に行く予定だったけど、ユメユメのお腹の具合が
わるくなったからやめた。牛乳アレルギーかもしれない。中学
の時の同級生が妊娠したんだ。

アドバイザー：結婚はしてるの？
井 川：してる。だけどそいつ、（略）バカで、子どもは生まれた

ときからハイハイすると思ってるようなヤツだからさ心配なん
だよ。

アドバイザー：そうね。それなら楽よね。
井 川：動物と間違えてるんだ。テレビとかの動物番組と同じと思

ってるんだ。自分がつわりなのに気付かないで、気持ち悪くな
ったからって胃カメラ飲んだからねそいつ。バカ。

アドバイザー：ははは。
井川：（ここに）連れてきたいんだよね。

アドバイザー：連れてきていいよ。妊娠中でも、こういう場所に
来たら、赤ちゃんがどんなだかわかるかもしれないしね。
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２．「親子の広場」の交流の特徴
１）　情動的関係
「親子の広場」では、一組の親子間の交流が、

他の親子（他者）にも伝わり、来所者の間に
「情動的な関係」が生じている。それは、心理
的な一体感の波及する状態、あるいは相手との
違和感が生じる状態、またはその両方が同時に
生起している状態である。

他者との一体感が生じる例としては、「親子
の広場」で日常的に見られる光景である、親同
士の自己紹介の際に、親が月齢３ヶ月の乳児を
抱きながら、幼児言葉で「僕は○○（苗字）で
す。よろしくでしゅ。」というように、紹介し
あう様子があげられる（表２，10時25分）。こ
れは、親と子の一体感が他者を巻き込んでいく
状態を示している。また、他者が自分の子ども
を褒める行偽や世話をする行偽は（表２，10
時25分）、親と子どもに一体感がある場合に
は、親自身もまた他者に受容される感覚を促し
ている。

この受容の感覚が、他の親子の愛情あふれる
関係が自分の喜びでもある関係に繋がること
を、別日の鈴木さんと坂下さんの交流の事例は
象徴的に現している。坂下さんは、他者から排
除されているという意識が強い母親であった
が、鈴木さんとの交流において、鈴木さんが可
愛がっている子どもを抱かせてもらう経験をし
た。この行為は、坂下さんにとっては仲むつま
じい関係にある鈴木さん親子の一部を渡される
ことを意味し、存在をまるごと受容されること
を意味する。スタッフもまた、この行為が坂下
さんの喜びにつながると感じ、抱くことを躊躇
していた坂下さんを後押ししている（6）。

しかしながら一方で、他者の行偽が好ましく
ないと感じる場合には、他者との違和が生じ、
存在を否定するような状況が起こりうる。この
違和感が孤立につながる例は、表３の13時10
分に現れていた。井川さんは、独特な口調で話
す若い母親であり、子どもに乱暴な口調で接す
るため、他の母親から敬遠されがちである。ス
タッフは、井川さんと気の合う人が「親子の広
場」にいない時には、スタッフが井川さんと話
すように援助している。

さらに、「親子の広場」では、違和感と一体
感が同時に生起する状況も生じる。例えば、親
が子どもを広場においてトイレへ行く時に他の
大人が子どもの世話をする場合がある（表３，
11時15分）。トイレから帰ってきた親は、自分
の子どもが自分以外の人に抱かれているのを見
て、親自身もまた他者に受容されている状態を
感じる（他者との一体感）。にもかかわらず、
自分以外の人に抱かれている自分の子どもが幸
せそうにしている状況に、寂しさを感じ（子ど
もと他者への違和感）、逆に自分の子どもが泣
いていれば、親子のつながりを感じて幸せな気
持ちになる（子どもとの一体感）。

これらのような理屈を超えた情動、つまり違
和感や共感、は「親子」のような親密な人間関
係において濃く表れ、子どもを媒介として他の

「親子」との間にも拡張されている。

２）客観性の獲得
１）でみた「情動的な関係」とは対照的に、

「親子の広場」では、親が子どもと心理的に一
体となっている状態から、第三者の存在を意識
し、第三者の視点から自分を見ることにより、
個人としての「主体性」意識を取り戻す姿も見
られる。説明を加えると、孤立した家庭環境の
中で情緒的に一体化している親子が、家庭で子
どもを可愛いと思う気持ちと、思い通りにいか
ない不快感との両方の感情を抱いている、いわ
ゆる「育児不安」の状態は、「親子の広場」に
来所し、他者と出会い、他者の視点から、自分
と子どもを客観的にとらえることにより解消さ
れる可能性がある。

第三者の視点によって親が主体性を取り戻す
例は、表２の10時35分に象徴的に現れていた。
この事例では、母親たちは、家庭での子どもた
ちの様子を話し、辛い話を笑い話にしている。
また、家での子どもの様子の話が尽きた場合、
今現在目の前にいる子どもの動きを見ながら、
これを話題としていた（表３，11時20分）。こ
のような会話は、見慣れた子どもの様子を、他
者の視線を意識して話すことによって、楽しみ
に変えているといえる。また、自分が母親とし
ては“ダメな母親”であることをあえて笑い話
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の種とし、母親という役割とも距離をとろうと
していた。そして、他の母親にこの話を肯定的
に認めてもらうことによって、再び、母親の役
割を引き受けようとしていた。このように、子
どもと自分を離した上で子育てに前向きに取り
組もうとする姿が見られる。

また、第三者の視点を具体的な他者よりも、
他者の経験を通して見出した「子育ての伝統」
という比較的抽象的な規範に求め、子育ての困
難を相対化し引き受けようとする姿も日常的に
みられる。例えば、別日には、理想的な量のミ
ルクを子どもが飲まないと悩んでいる親が、信
頼しているスタッフから同じ経験をしたと聞か
され、個人的な苦しい経験を、繰り返されてき
た歴史の一部として捉えなおして相対化し、状
況を受け入れる姿があった。

以上のことから、「親子の広場」で起きる状
況として、１）では、「情動的な関係」ゆえに
感じられる一体感と違和感の両義的な状況（お
よび一体感から生じる癒しもあり得る状況）
を、２）では、両義的な状態を第三者的視点に
よって乗り越える状況をとらえてきた。この二
つは対立するものではなく、１）の状況が関係
性の基盤となり２）の状況を引き起こす場合も
ある。

３）スタッフの援助により得られる受容的感覚
来所者の中には、「親子の広場」を”実家”と

表現して親しみを抱く親が少なくない（7）。こ
のことから親の多くは、スタッフや来所者から
受容される感覚を抱いているといえる。それが
可能になるには以下に述べるような、「親子の
広場」での交流によって生じる違和感を緩和
し、来所者が相互に受容的態度をとるよう援助
するスタッフの姿勢があるからである。
「親子の広場」は、親が自発的に通う場所で

あるため、誰が来所するかを予め知ることはで
きず、予期しがたい状況が発生する可能性が無
限にある。そのため、来所者の組み合わせによ
ってはスタッフの援助が必要な状況が、複数、
同時に、フリースペース内の別々の場で生じる

「多重な状況」が起こりうる可能性がある。ス
タッフはその可能性を意識しながら臨機応変に

対応している。例えば、11時には（表２）、佐
藤さんが初来所し、スタッフに乳幼児健診につ
いて相談をした。スタッフは佐藤さんと同月齢
の子どもをもつグループに話しかけ、佐藤さん
がそのグループに参加しやすいようにしてい
る。佐藤さんは、グループの側に座り、しばら
く会話をしたあとトイレに立った。佐藤さんの
子どもは泣き、赤ちゃんグループの母親達があ
やし始める。これとほぼ同時刻の11時20分

（表３）には、中田さん親子と遊佐さん親子の
交流が見られた。最初に中田さん親子が滑り台
で遊び、遊佐さんの子どもも遊び始めるが、二
組の親子は滑り台を共有しながらも無言であっ
た。そこに、スタッフが、佐藤さんがトイレに
立つ様子を気にしながら、この二人の間に座
り、二組の交流を促した。また、13時10分

（表３）には、常連の親子が部屋の奥にグルー
プになり、ままごとコーナーには二組の親子が
いた。そのような状況の中、前記の井川さんが
来所した。井川さんは、いつも、気が合いそう
な人がいないと判断すると、一人でいることを
選ぶが、寂しさも感じている。スタッフは、周
囲の親子の様子に視線を向けつつも、井川さん
と共にベンチへ座り話をした。このように、ス
タッフは、「多重な状況」に身体行為や言葉に
よって対応し、交流によって生じうる違和感が
緩和するように援助している。また、スタッフ
は、毎日、来所者全員についてスタッフの見聞
きしたエピソードを記録して来所者のニーズや
性格について情報を集めており、来所者同士の
関係性によって表れる状況の変化に対応できる
ように意識している。

以上からⅡ．のまとめとして、「親子の広場」
とは、スタッフの「多重な状況における言葉と
身体行為によって交流によって生じる違和感を
緩和する援助」によって「親子同士が互いに肯
定的に受容されていると感じながら、他者と一
体感を感じたり、主体性を獲得したりすること
を魅力と感じて、自発的に繰り返し通う経験を
する場所」、すなわち「居場所」となっている
と考えられる。つまり、ここは親子にとって生
活に組み込まれた場所となっており、“相談”
という形態をとらなくとも日常生活の中で子育
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ての負担を楽しみに変換する働きがあると予想
される。これについて次節でさらに追究する。

Ⅲ ．母親Ｂと子どもへの援助の「個人記録」の
言説分析
Ⅲ．では、虐待をする可能性が高いとされて

いた母親Ｂが、スタッフとの約３年の関わりの
中で良好な親子関係を形成した事例を50日分
の「個人記録」を基に分析し、「居場所」が果
たした機能を見出す（8）。１．の下線部は、２．
３．にて括弧内カナとして示して参照する。

１ ．「個人記録」をもとに筆者がまとめた母親
Ｂへの援助事例概要
母親Ｂは、「親子の広場」に来所する以前よ

り、「児童虐待」を扱う多数の機関と関わって
きた。その時期の母親Ｂは、相談する機関によ
って、主訴の背景や理由を変化させて話してい
た。そのため、母親Ｂの全体像を把握し継続的
に関わっている機関は無かった。

その後、母親Ｂは、「Ａ市子育て支援センタ
ー」に来所する。この時に、スタッフＮに対し
て「初期の告白」が語られた。「個人記録」（以
下、記録）をもとに筆者が個人を特定できない
よう、事例を歪めない範囲で創作を交えながら
まとめると、「（前半は、原家族で自身が受けた
虐待、前夫の子（Ｃちゃん）に対する虐待や児
童相談所との関わり、前夫との結婚と離婚の経
緯）現夫との間に第二子（Ｄちゃん）を出産し
た。しかし夫は籍を入れるという話を進めな
い。そして、夫は子育てを手伝わず、批判ばか
りする。また、夫は自分の収入は全て使う。私
は、夫から生活費として少額を渡されているが
どこにも出かけられない。前夫の子を預けてい
る親戚は「今度こそ幸せになって」と応援して
くれるが、結婚に踏み切らない夫がいる。子ど
もを叩いてしまいそうになる。」という内容で
あった。記録によると、スタッフＮは、母親Ｂ
の自己物語を傾聴し、子育てに苦しんだ経験を
持つ来所者に母親Ｂとの会話や交流をうながし
た（ア）。また、スタッフＮは、事例検討会議
で、「自分の経緯を、たんたんと、話した。初
対面の私に話したので、ちょっと驚いた。おお

っっと…これはちょっとこうやってひいて関わ
らないといけないママかなっ（イ）ていうの
と、『ここ来てどうだった？』って聞いたら、

『来てよかった。楽しかった』って（母親Ｂは
言っていたけれども、）。で、私は、うーん社交
辞令かなって。２度と来ないだろうなって思っ
ていたら。月曜日に来たよ！うれしかった。

（ウ）（略）一筋縄にはいかないかなって思いま
した（エ）。」と述べている。また、この時期、
スタッフＮは、市からの要請で母親Ｂの処遇を
議題とする「Ａ市虐待防止会議」に参加してい
る（オ）。」

その後、母親Ｂは、週に一回程度、継続的に
来所し始める。初期には、スタッフＮとのみ関
わり、自らの経歴を一方的に話したり、依存的
な行動をしたりするなどして、相手の反応を窺
うような言動（カ）を見せることがあった。し
かし、３年の間に、母親Ｂは、常勤のスタッフ
Ｎ、他のスタッフ、来所者、という順で交流を
もつようになっていった （キ）。

さらにその後、母親Ｂは、スタッフＮからの
携帯電話のメールによる援助を受けつつ、他地
域の子育てサークルへの参加を試み、何度かの
挫折の後、継続的に通い始める。この時期、記
録によるとスタッフは「一皮向けたような雰囲
気」と感じている（表４下線（２））。そして、
母親Ｂは、サークルに参加し始めた頃は、“サ
ークル仲間に自分が受け入れられるかどうか”
を気にしていたが、次第に “子どもが楽しめて
いるかどうか”を大切にするようになる。スタ
ッフは「（これは）母の感情。人として成長し
ている」と記録している。

この時期に、「後期の告白」が語られた。記
録をもとに筆者がまとめると、「実は、もう一
人子どもがいる。その子に対してが最初の虐待
であった。最初の子に会わずにいることが私の
責任の取り方。今の夫は、その頃からの知り合
いで私が家庭に向かないことをわかっている。
結婚すると、私が出て行きたくなることを知っ
ているので、内縁関係のままでいる。夫からは

「いつでも出ていっていいよ。」といわれてい
る。そう言われることで気が楽になる。この
前、「ああ、疲れた。出て行こうかなあ」と言
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ったら、夫は「え？本当に？」と動揺した。そ
のことが少し嬉しかった。」という内容であっ
た。スタッフＮは、「（Ｃちゃん、Ｄちゃんの他
に）もう一人の子どもがいることと、その子が
被虐待児であることを話してくれたが、これは
支援センターとの信頼関係と継続的関わりのた
まものと考える。（略）母は、また一歩前にす
すんだのではと推察する。」と記録している。
Ｄちゃんの幼稚園入園とともに関わりは自然に
減少した。

２．母親Ｂの援助経過に表れている「居場所」
における援助の規範
１�）「個人記録」の記述方法に表れている「親
子の広場」の特徴

「個人記録」の記述者は、援助対象者に関わ
ったスタッフである。そのため、母親Ｂの記録
については、常勤のスタッフＮによる記述が多
くなっている。また、この記録の目的は、週１
回行われる事例検討会の資料としての使用であ
り、記録の読者は記述者以外のスタッフ全員で
ある。事例検討会は、「親子の広場」では、ス
タッフの援助は「状況の多重性の中での身体表
現と言葉」によって行われており、記述者は第
三者的視点からすべてを把握することはできな
いため、スタッフ全員がそれぞれの視野から得
た情報を総合して親子を理解する必要が生じる
ために行われている。

この「個人記録」は、「母親の言葉」、「広場
における他の親子やスタッフへの関わり」、「ス
タッフの所感」の３欄に分かれて記述されてい
る（表４，表５）。これは、「親子の広場」にお
けるスタッフの援助の前提である“人の行動、
言葉の意味は状況や人との関係性によって変化
する”という考え方の表れである（�）。この三点
は、それぞれがそれぞれの解釈を規定してい
る。例えば、「母の言葉」は、「広場での他者と
の関わり」や「所感」によって解釈が変わりう
ると考えられている。そのため、事例検討会は
残された解釈の余地をめぐって、話し合われ
る。「所感」欄は、「がんばりすぎなければよい
が」「相当信頼してきてもらえていると感じる」
などの主観的かつ共感的な記述が多いが、この

ような個人的主観を、話し合いを通して、間主
観に変化させ、共通認識がつくられていくので
ある。

一方で、「個人記録」は、記述の時点で既に
記述者の編集方針によって情報の取捨選択が行
われ、解釈の方向づけがなされていると考える
べきである。その方針は、この場合、“基本的
に親子を肯定的にとらえる”というものであ
る。「個人記録」は、50日分もの量に及ぶが、
Ｂ親子の肯定的なエピソードが積極的に記入さ
れ、否定的な要素を含むエピソードは６件であ
った（10）。さらにその６件に関しては、「今はこ
れでいいのだろうか」「見守りたい」など、価
値判断を留保する所感が記述されている（表５
下線１）。また、一般的には些細な内容であっ
ても（表４下線１）、援助経過の文脈の中で進
歩ととらえられれば積極的に肯定されている

（表４下線２）。つまり、この記録は広義では肯
定的な内容のみが書かれているといえる。この
ようなある意味、不自然ともいえる編集方針
が、スタッフ間において説得力を持つ理由、こ
こに働いている援助の規範、については次項で
の分析とともに考察を行う。

２�）援助経過にみられる「親子の居場所」の特
徴
本項では、初来所時と、他の福祉機関との連

携時におけるスタッフの援助に焦点をあて、ス
タッフの援助に働く規範を見出す。なぜなら
ば、母親Ｂの「リスク」の高さが際立つ時に、
スタッフの援助の特徴が顕れやすいと考えるか
らである。

スタッフＮは、母親Ｂの初来所時に母親Ｂの
抱えている問題の大きさを感じていた（エ）。
なぜなら、母親Ｂの身の上話が「虐待の世代間
連鎖」を感じさせる内容であり、またそのよう
な話を母親Ｂが初対面の相手にことが依存性の
強さを示していたからである。しかし、それ自
体は母親Ｂを排除する理由にはならず、スタッ
フＮは、親子との交流を促し（ア）、事例検討
会では「月曜日に来たよ！よかった」と再来所
を喜んでいる（ウ）。また、個人記録には「子
どもが午睡する時、自分も寝ればよいと（誰か
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【表5】「判断保留の記述の例」

H15.7 .24【電話相談後、来所】
・ 電話相談、Ｃちゃんを預かっている親戚名が通院のため、Cちゃんを

預かった。幼稚園の子でもA市子育て支援センターに行くことができ
るか？とのこと。その後、来所。

【母とCちゃんのエピソード】
・ Cちゃん、ままごととんとんをやるので、テーブルの上のDちゃんを

おろして欲しいと要望。スタッフ、Dちゃんが母から離れた直後なの
で（母は電話のため外へ）「Dちゃん、ここにいたいみたいよ。邪魔
しないと思うから、お料理やってみて。」と伝えると、「じゃ、いい。」
と下を向く。スタッフがDちゃんを膝に乗せて、抱いても、「もうい
い。」と返答。

・ スタッフが外にリスがいることを発見。スタッフMと共に外へ見に行
く。もっとしっかり見たいと門の外へ出たいと要望。スタッフM、危
ないと思ったが外へでる。見失ったことを確認すると、素直にA市子
育て支援センターに入る。

・ 母子、公園で弁当を食べる約束をする。Cちゃん、サンドイッチを要
望。「えーサンドイッチ」と母にとっては意外な要望だったのか、驚
く。「じゃ、ママはお弁当」というと、「Cも」という。「サンドイッ
チ？」と母が聞くと、「サンドイッチがよくなった。ママと同じがい
い。」という。

所感
　Cちゃん、初めての来所。母子のやりとりを見ていると、母はCちゃ
んに遠慮がちな対応をしているように見受けられる。母子のエピソード
やCちゃんの表情から察するに、Cちゃんはもともとナイーブで、かつ
自分の気持ちを飲み込むタイプに感じる。はっきりものを言う母にとっ
ては、もどかしい存在かも知れない。母が虐待に至った要因の一つとし
て、互いにもって生まれた性格に起因するのではと考える。Cちゃんに
気遣いする母、母を求めつつストレートに伝えられないCちゃん、二人
の関係は今はこれがベターなのだろうか⑴

【表４】「個人記録の例」

H16.8.12【来所】
・Dちゃん、意志出てきて、玩具取られると怒ってふてくされる。
　母、「おちついて、おちついて」となだめる。
・ 大混雑のフリースペースの中でも、すぐに帰ることなく１時間半ほど

遊ぶ。緊張した表情もなく、自然に打ち解けている様子だった⑴
・ Y市の地域子育て支援センターへ３回ほど　交通手段　を使って行っ

た。手遊びなどのプログラムもあるところである。だんだんなれてき
た。スタッフから、「一緒にやらなくてもいい、自由に過ごしていて
いい」と説明があり、ほっとした。

・年少から幼稚園にいれるか、サークル参加をするか考えている。
　（近隣のサークル情報を提供）
・ サークルでは、子どもは最初は泣いていたが、その後、遊びだす子ど

もの様子をみて、安心した。
・ おむつ代をはじめとしていろいろとお金がかかるが、夫は子どもにか

けるお金に関してはこだわらない。
・　幼稚園の入園費用について
所感
　Y市の地域子育て支援センターへ行ったり、サークルへの参加意志も
以前よりも積極的に見受けられた。一皮向けたような雰囲気さえ感じる
⑵。子育てサークルへの参加で自信と折り合いがついてきたのだろうか。
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の助言）考えを変えたら、夜泣きに対するイラ
イラもへった。離乳食は（略）今まで本の通り
に作っていたが、ベビーフードを使う（これも
誰かの助言）ことにした。気持ちも楽になって
きた。」（括弧内原文）と記述し、誰かのアドバ
イスをもとに行動を変える力に肯定的な面を見
出している。

さらに、Ａ市虐待防止会議への参加（オ）に
おいても母親Ｂに対して肯定的な面を見出す姿
勢は貫かれていた。Ａ市虐待防止会議では、児
童相談所や保健所をはじめとする参加機関は、

「子育てに対して無理解で、批判ばかりする、
経済面・精神面において支配的な夫に対して、
ストレスを募らせている母親Ｂ」という共通認
識を持っていた。これに対し、スタッフＮは、
この見方を保留し、会議参加後に、「母、浪費
癖があるので、一日の生活費の全額を毎日渡さ
れるほうがよいと思ってはいるが、気に入った
子ども服が目につくと（子どもの服は夫がまと
めて買ってくれる）、イイナ、と思う。」、「夫に
対して腹の立つときは、少々身体に関する嫌味
を言うことにしている。『ずいぶん、おなかが
出たね。』など。」という母の言葉や、「家族で
旅行する夢を持つ夫」のエピソード等を記録し
ている。これらの記述には、夫に一方的に虐げ
られている母親Ｂ像とは異なる面が見出されて
いる。さらにスタッフＮは、「（略）ゆっくりと
自分と折り合いをつけている様子も見られる。
Ｄちゃんは順調に育っている。」と母親Ｂに対
して肯定的な所感を記述している。

このようにスタッフが親の肯定的な面を見出
していく動機、肯定的な記録が説得力を持つ理
由は何か。それは、「親子の広場」の大前提に
由来していると考えられる。「親子の広場」は、
親が自発的に来所する場所であり、来所を継続
するかしないかを決めるのは親であり、スタッ
フはそれを強制できない。すなわち、「親子の
広場」において、スタッフはⅡ．２．３）で示
したような援助によって親の継続的な来所を促
し、親はこの場所が自分たちにとって「違和
感」のない居心地のよい場所かどうか見定める
という、対等な立場での駆け引きが行われてい
ることを示している。この駆け引きの末に、親

が継続して通うことを選択した場合、その選択
自体が、スタッフにとって“子育てに前向きな
姿勢”をもつ親であることを意味し、肯定的に
受け止められるのである。以上のことから、
Ⅲ．２．の結論として、この、“来所すること自
体による肯定的評価”が、スタッフによるあら
ゆる援助の前に既に親に与えられ、いかなる場
合も揺らがないことが、スタッフの援助の規範
であるといえる。

３ ．母親Ｂの主体形成のために「居場所」の果
たした役割
Ⅲ．３．では、スタッフの援助の規範が、母

親Ｂの親子関係を変化させていく過程を、母親
Ｂの初期と後期の告白内容の変化から見出した
い。浅野（2001）は、自己物語は常に「他者」
との関係の中で生まれ、自己物語に先立って自
己は成立しないと述べている。ここでは、母親
Ｂが自己物語を語る相手として想定している

「他者」の規範の変化を分析する（11）。
母親Ｂの初期の自己物語は、多数の福祉機関

に語られてきた。その内容は、機関に合せて主
訴の背景が変えられ、期待される近代家族の形
式を実現しようとし、それが出来ない原因を夫
に求めるものであった。また、スタッフＮは母
親Ｂの初来所時にこの自己物語を聞きながら

「引いてかかわらなくてはと思った」と述べて
おり、母親Ｂから心情的な同一化を強く求めら
れていると感じている（イ）。つまり、母親Ｂ
にとって各機関のスタッフは、それぞれが存在
する場所に独立して存在し、近代家族の形式を
満たしているかを問題にし、自分を助ける力を
持つが遠くに感じる権威者である。同時に、彼
らの問題とする家族の形式（規範）を満たせば
心情的な同一化が可能となる「他者Ａ」として
表れている。但し、今は形式が満たされていな
いので、母親Ｂがそれに近づこうと努力する限
りにおいて（告白もそのための手段）、基本的
には否定的にとらえているが部分的な肯定を母
親Ｂに与える「他者Ａ’」である。

しかし実際には、母親Ｂが自己物語を話す
「他者」は、母親Ｂが想定する「他者Ａ」とは
違っている。母親Ｂが接している福祉機関の相
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手は、ネットワークで繋がり情報を共有し、形
式を通して母親の精神的なリスクという抽象的
な要素を査定するシステムである。このシステ
ムは、現代社会における全家庭を問題視し、そ
の中でも母親Ｂを否定的に認識し、二重に否定
している。つまり、「他者Ａ（Ａ’）」よりも抽
象的な「他者Ｂ」であり、母親Ｂの望む心情的
な同一化は叶わない。母親Ｂと「他者」の間に
はこのような齟齬があった。

初来所時に、母親ＢがスタッフＮに一方的に
「初期の自己物語」を話したのは、今までの
「他者Ａ（Ａ’）」と「Ａ市子育て支援センター」
を同じととらえているからである。けれども、

「親子の広場」は、Ⅱ．２．でみたように告白を
主目的とする場ではなく、日常的な交流の場で
あるため（12）、母親Ｂの行動は異様に映る。ス
タッフＮもまた、事例検討会で「おおっと思っ
た」と述べているように、戸惑いを感じている

（イ）。しかしながら、母親Ｂにとっては、今ま
で関わってきた機関よりも「親子の広場」は、

「来所自体により得られる肯定的評価」が得ら
れるため、求めてきた心情的同一化の感覚に近
いものが得やすかった。それは、スタッフＮ
が、母親Ｂの「また来ます」の言葉に「もうこ
ないだろう」という反対の意味を感じ取ってい
る点に表れている（ウ）。これは、基本的には
心情的に同一化しているのにもかかわらず、当
然のことながらスタッフＮと母親Ｂは別人なの
で、完全にはしきれない両義的な部分が残る違
和感が起こす意味不決定の現象である。この場
合、母親Ｂにとっては、受容されているのかさ
れていないのか判断しかねる「他者Ｃ」が表れ
ている。

そのため、母親Ｂは、その後、意味不決定の
不安定さを克服しようと、スタッフＮを試す行
動をとっている（カ）。例えば、来所前には必
ず「今からいきます」と電話し、スタッフＮへ
の信頼感を表すと同時に、特別に関わりをもっ
てほしいという依存的感情を表わし、それが可
能かスタッフＮを試していると思われる時期が
あった。また、勤務時間外の電話やメール、突
然の来所、一方的告白も同様である。

このように、母親Ｂの思いは、スタッフＮに

向けられている。しかし、母親Ｂは、常にスタ
ッフＮにその思いを受け止めてもらえるとは限
らず、他のスタッフが母親Ｂに関わる場合もあ
る。例えば、電話を受ける時や、「親子の広場」
で表５のような関わりをする場合である。そう
いう意味では、母親Ｂにとっては、電話をかけ
ることも、広場への来所も賭けのようなもので
あり、人付き合いの苦手な母親Ｂにとっては勇
気のいることであったであろう。

しかし、３．Ⅱ（２）でみたように、事例検
討会によってスタッフＮと援助の規範を共有し
ているスタッフは、スタッフＮと同じ見方で母
親Ｂに関わることができる。この関わりによっ
て、母親Ｂが、スタッフＮとの１対１の関係で
は一体感と違和感を同時に持って不安定になっ
ている部分を、１対複数のスタッフの関係に広
げて多くの人からスタッフＮと同様の肯定的な
関わりを得られるようになることにより、安定
化させられるのである。

この時、母親Ｂにとって「他者」は、具体的
な相手として近くに存在する「他者Ｃ」よりも
遠いかわりに、広場内の何時・何所でもスタッ
フＮの規範を働かせて自分を肯定する「他者
Ｄ」として現れる。つまり「他者Ｃ」は再び抽
象化されている。この「他者Ｄ」は「他者Ａ」
と似ているが、「他者Ｃ」を経て生まれた他者
であるため、母親Ｂに否定の中の部分的肯定で
はなく、肯定を与える。この頃から母親Ｂは、
他のスタッフや来所者とも関わりを持ち始めて
いった（キ）。

最後には、母親Ｂは、「親子の広場」の外に
「居場所」を探し始める。この時には、母親Ｂ
にとって「他者」は、場所や時間の限定をこえ
て常に自分の近くに感じられる、すなわち、心
の中に存在する自分自身ともいえる、さらに抽
象化された「他者Ｅ」として現れる（13）。

つまり、母親Ｂは、ここに至って初めて「規
律を内面化した個人」（Foucault, 1�75=1�77）
となり、母親Ｂにとって規範は外から与えられ
るものではなく、自己の内面から働きかけるも
のに変わる。これによって、現在自分の置かれ
ている状況を自己原因的にとらえると同時に、
肯定的にとらえることが可能になっていく。
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「後期の自己物語」は、この時に語られた。そ
の内容は、「前期の自己物語」とほとんど同様
の状況について、肯定的かつ自己原因的な語り
となっている。

このことから、本論の冒頭で「主体性」を
“自己の問題を自覚し自発的に行動して解決す
る能力”と定義したが、母親Ｂは、「後期の語
り」では、自分の問題は家族の形式ではなく自
分の心の問題であることに気づき、自分に原因
があると認識していると同時に肯定的に受け入
れてもいる。そして実際の行動においても、母
親Ｂは、Ａ市子育て支援センターの外へと人間
関係を広げていくことができた。つまり、母親
Ｂはスタッフの援助によって「主体性」を得た
のだといえる（14）。

以上のことから、Ⅲ．３．の結論として、「居
場所」は、母親Ｂのように、社会が期待する親
像、この場合は“虐待する親像”を自己像と思
いこんでいて自己の「内面」を持たないまま、
共感を求めて生きている人に対し、「他者」と
の同一化を可能にして「主体性」を形成する機
能を持っていると考えられた。そのためには、
１対１の人間関係を、複数に拡げていく必要が
あり、「居場所」のお互いを肯定的に受け止め
る人間関係が必要であった。

Ⅳ．まとめ「居場所」の生成可能性
本研究の「親子の広場」参与観察からは、

「Ａ市子育て支援センター」は、「親子が肯定的
に受容されていることを感じながら、他者と共
感したり、主体性を獲得したりすることを魅力
と感じて、自発的に繰り返し通う経験をしうる
場所」である「居場所」となっていると考えら
れた。「居場所」は、誰もが自発的に出入り自
由な場として設置されているため多様な親子が
来所するが、スタッフが「多重な状況を読み取
りながら行われる言葉と身体行為による援助」
を行い、来所者の間で生じうる交流の違和感が
緩和され、お互いに受容的な交流が促されてい
た。

さらに、スタッフの援助記録の分析からは、
記録はスタッフの「多重な状況を読み取りなが
ら行われる言葉と身体行為による援助」と密接

に関係のある記録の書き方となっており、来所
者の言動の理由、問題の原因を、個人に求める
のではなく、「居場所」の状況や長期的な関わ
りにおける文脈の中に求める書き方となってい
た。その際には、「居場所」は自発的に通う場
であり来所を強制できないからこそ、親子の来
所それ自体に肯定的な意味が与えられ、Ａ市子
育て支援センターと関わりをもつ親子は肯定的
に受け止められることがわかった。
「居場所」は、このように書かれた記録を用

いた事例検討会によって、この誰をも肯定する
という規範がスタッフ間に共有され、これがス
タッフを媒介として来所者間にも共有される過
程を通じて生成されていた。このような場は、
事例の母親Ｂのように社会が期待する親像、こ
の場合は“虐待する親像”を自己像と思いこん
でいて自己の「内面」を持たないまま、共感を
求めて生きている主体性の低い状態にある人に
とっての、「他者」像を変換し、「他者」との同
一化を可能にして「主体性」を形成し、親子関
係を変化させる機能を持ちうることがわかっ
た。

【注】
（１）文献６に示すように、｢地域子育て支援セン

ター｣ の利用者の中には、虐待に対するリスク
管理的アプローチが進んでいるために、レッテ
ルをはられて疎外感を感じ、主体的に生きるこ
とが難しい人がいる。

（２）加藤による児童相談所による一時保護を実施
する際の判断基準に関する研究や、山田による
乳幼児健康診断での児童虐待への対応として有
効なあり方を求める研究は、いずれもリスクア
セスメント指標による迅速かつ正確な判断と処
遇の実施が目指されている。

（３）児童相談所は強権と援助という相反する機能
を担っているため、家族再統合などにおける援
助関係の成立がむずかしいことは近年定説的に
指摘される、と竹中は指摘している。

（４）保育学研究等の蓄積から、育児不安を抱える
親が安定すると、子どもの自立が促されること
が明らかにされている。本論文は、その面にお
いては、母子は一体化しているととらえている。
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また、父親は、エスノグラフィーの対象として
の観察が困難であるため、母親Ｂの会話の記録
内にのみ登場している。

（５）筆者はボランティアとして参加後、スタッフ
より研究者としての参加を許された。

（６）この後、坂下さんが以前より他者と積極的に
交流していると事例検討会にて報告された。

（７）神奈川県児童医療福祉財団、2005、「子育て
支援情報誌no.1」への親の投稿記事より。

（８）事例概要は、個人を特定できないよう情報の
質を損なわない編集を加えている。日付は全て
変更、日にちの間隔のみ維持してある。表４．
表５は、個人情報に関しては、空欄としている。

（９）例えば、同じ来所者でも「親子の広場」の混
雑時と閑散期では態度が異なる場合がある。そ
のため、表４下線（１）には、“大混雑時”とい
う状況が記述されている。

（10）その他には「母親Ｂがネットでともだちを見
つけ、家に誘った件」（２件）「Ｂが他市子育て
サークルに通い始めた件」、「母親Ｂの親戚の関
係についての件」（２件）があった。

（11）大澤真幸は、「規範の帰属点となる超越性」
を分類している。それによれば ｢他者Ｃ｣ ＝抑
圧身体、｢他者Ｄ｣ ＝集権身体、「他者Ｅ」＝抽
象身体、「他者Ａ」は集権身体の構成の失敗した
姿にあたる。但し、大澤の場合には、抽象化の
機制も含む概念である。

（12）浅野（2001）は日常の場では「自己物語を
語りだす権利の正当化が必要」と述べている。

（13）この時期のメール交換では、スタッフＮが忙
しくて返信できずとも、母親Ｂは心理的に支え
られていた。つまり、メールの内容は自分自身
＝「他者Ｅ」との対話であった。

（14）母親Ｂは、変化のない環境（貧困による子育
ての困難等）も自己原因的にとらえていた。母
親Ｂは近代家族の維持を主体的に引き受けさせ
られた、と両義的にとらえるられる。この両義
性こそが従属性という意味も持っている「主体
性（subject）」という言葉に込められた意味であ
るとFoucaultは指摘している。
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